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１【提出理由】

当社は、2025年12月23日開催の当社取締役会において、株主総会の承認が得られることを前提に、当社を株式交付親

会社とし、株式会社善光総合研究所（以下「善光総合研究所」といいます。）を株式交付子会社とする株式交付（以下

「本株式交付」といいます。）を実施することを決議しておりましたが、本株式交付の効力発生により、当社における

特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 株式会社善光総合研究所

住所 東京都港区南青山六丁目６番22号

代表者の氏名 代表取締役　宮本 隆史

資本金の額 172百万円

事業の内容

福祉事業者等への経営コンサルティング及び経営支援等事業、コンピュータのソ

フトウェアおよびシステムの設計、開発、販売、輸出入及び保守、管理ならびに

コンサルティング業務
 

 
（2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権

に対する割合

 
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

 特定子会社の議決権の数

異動前 ―個（うち間接所有分―個）

異動後 2,463個（うち間接所有分―個）
 

② 総株主等の議決権に対する割合

 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―％（うち間接所有分―％）

異動後 89.73％（うち間接所有分―％）
 

（注１）「総株主等の議決権に対する割合」は、善光総合研究所の2026年２月６日現在における総株主の議決

権数（2,745個）を基準に算出しております。

（注２）「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 
（3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

本株式交付の結果、当社は、善光総合研究所の議決権の89.73％を所有することになり、善光総合研究所

の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社に該当することとなったた

めであります。

②　異動の年月日

2026年２月６日（本株式交付の効力発生日）
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